
筺2012.2.1　議会だより

坂本　あや　議員
さか もと

現庁舎より入野地区を望む

　
　
入
野
地
区
で
地
震
津
波
が
発

生
し
た
ら
、
新
庁
舎
が
垂
直
避
難

場
所
と
し
て
活
か
せ
る
と
思
っ
た

が
、
ス
ケ
ン
谷
に
移
転
す
る
こ
と

に
な
れ
ば
、
海
岸
部
の
方
々
の
一

時
避
難
場
所
が
無
く
な
る
。
住
民

の
命
を
守
る
垂
直
避
難
場
所
の
確

保
を
ど
う
す
る
の
か
。

　
ま
ず
山
に
逃
げ
た
い
が
、
避
難

困
難
地
域
に
対
し
て
は
、
避
難
道

の
整
備
に
よ
る
避
難
場
所
へ
の
到

達
時
間
の
短
縮
、
避
難
タ
ワ
ー
の

整
備
等
々
を
考
え
て
い
る
。

　
国
道
５６
号
は
、
避
難
、
緊
急
輸

送
、
物
資
の
搬
入
、
復
旧
復
興
に

重
要
な
イ
ン
フ
ラ
、
平
時
の
利
便

性
と
非
常
時
の
機
能
性
を
持
た
せ

た
道
路
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
日
常
の
利
便
性
を
犠
牲
に
し
て

高
台
に
移
す
と
表
明
し
た
が
、
定

位
置
で
定
型
的
に
提
供
す
る
役
場

の
サ
ー
ビ
ス
か
ら
、
機
能
に
着
目

し
た
サ
ー
ビ
ス
へ
移
行
し
た
い
。

今
後
迎
え
る
高
齢
化
社
会
の
中
で

移
動
困
難
者
が
多
数
増
え
、
こ
う

い
っ
た
方
が
役
場
に
来
て
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
役
場

に
来
な
く
て
も
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
機
能
を
各
地
域
へ
分
散
し

て
い
く
施
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
高
台
に
移
す
新
庁
舎
に
求
め

る
機
能
と
は
。

　
南
海
地
震
発
生
時
に
は
、
低
地

の
津
波
被
害
、
中
山
間
の
孤
立
等
、

甚
大
な
被
害
が
予
想
さ
れ
る
。
役

場
の
災
害
対
策
本
部
と
し
て
の
機

能
の
強
化
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る

と
考
え
、
非
常
時
に
行
政
機
能
を

維
持
継
続
で
き
る
か
と
い
う
こ
と

を
論
点
と
し
て
考
え
た
。

　
更
に
、
避
難
者
を
５
５
０
０
人

強
、
避
難
者
以
外
の
自
炊
の
困
難

な
方
を
１
０
０
０
人
強
と
想
定
し

て
、
避
難
期
間
が
長
期
に
わ
た
る

こ
と
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

新
庁
舎
予
定
地
の
有
効
活
用
に
つ

い
て
も
詰
め
た
協
議
が
必
要
で
あ

る
。

　
被
災
後
の
復
旧
は
、
ま
ず
情
報

収
集
に
よ
る
的
確
な
現
状
把
握
と

対
応
、
早
期
の
業
務
再
開
等
が
円

滑
に
行
え
る
よ
う
取
り
組
む
べ
き

と
思
う
。
被
災
時
は
そ
の
時
の
イ

ン
フ
ラ
の
状
況
に
も
よ
る
が
、
必

要
な
資
材
、
物
資
の
即
時
調
達
は

困
難
と
思
わ
れ
、
行
政
機
能
、
病

院
等
の
施
設
は
、
初
動
か
ら
そ
の

機
能
を
求
め
ら
れ
る
の
で
、
新
庁

舎
は
、
被
災
の
危
険
性
が
よ
り
低

い
場
所
に
建
設
し
、
事
前
に
で
き

る
限
り
の
被
害
軽
減
施
策
を
講
じ
、

復
旧
を
進
め
る
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

を
高
め
て
お
く
こ
と
が
世
代
の
責

任
で
あ
る
。
　
　

　
行
政
機
能
が
破
綻
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
防
災
対
策
で
は
な
く
、

被
災
後
の
対
応
を
よ
り
早
く
前
向

き
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
機

能
の
維
持
を
目
的
と
し
た
議
論
を

進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
新
庁
舎
位
置
は
避
難
場
所
と

し
て
有
効
利
用
で
き
る
か
。

　
造
成
設
計
が
で
き
れ
ば
大
枠
の

絵
が
見
え
て
く
る
。
予
定
用
地
が

５
万
５
０
０
０
㎡
と
い
う
広
範
な

土
地
で
、
高
台
に
あ
る
一
定
の
平

地
を
確
保
が
で
き
る
の
で
、
役
場

が
避
難
場
所
と
し
て
寄
与
し
て
い

け
る
。
駐
車
場
、
防
災
広
場
、
ヘ

リ
ポ
ー
ト
、
仮
設
住
宅
の
用
地
に

は
な
り
得
る
。
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備

庁舎移転問

大
西 

町
長

答

問

大
西 

町
長

答

問

大
西 

町
長

答


